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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２９年５月２２日（平成２９年（行情）諮問第１９１号） 

答申日：平成３０年１０月１１日（平成３０年度（行情）答申第２５４号） 

事件名：「平和安全法制の施行に係る検討状況について」のうち「新たな任務

等に係る事項」について行政文書ファイル等につづられた文書の一

部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙１に掲げる３０文書（以下「本件対象文書」という。）につき，そ

の一部を不開示とした決定については，別紙２に掲げる部分を開示すべき

である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２８年１０月２１日付け防官文第

１８０４５号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）

が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消し

を求める。 

２ 審査請求の理由 

（１）審査請求書 

ア 他にも文書が存在するものと思われる。 

    国の解釈によると，「行政文書」とは，「開示請求時点において，

『当該行政機関が保有しているもの』」である。 

    そこで，本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイル形式以外

の電磁的記録形式が存在すれば，それについても特定を求めるもの

である。 

イ 履歴情報の特定を求める。 

    本件開示決定通知からは不明であるので，履歴情報が特定されてい

なければ，改めてその特定を求めるものである。 

ウ 特定されたＰＤＦファイルが本件請求文書の全ての内容を複写して

いるか確認を求める。 

    平成２２年度（行情）答申第５３８号で明らかになったように，電

子ファイルを紙に出力する際に，当該ファイル形式では保存されて

いる情報が印刷されない場合が起こり得る。 

    これと同様に当該ファイル形式を他のファイル形式に変換する場合
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にも，変換先のファイル形式に情報が移行しない場合が設定等によ

り技術的に起こり得るのである。 

    本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複写の交付が行われ

ている場合，本件対象文書の内容が，交付された複写には欠落して

いる可能性がある。そのため，特定されたＰＤＦファイルが本件対

象文書の全ての内容を複写しているか確認を求めるものである。 

エ 「本件対象文書の内容と関わりのない情報」（平成２４年４月４日

付け防官文第４６３９号）についても特定を求める。 

    平成２４年４月４日付け防官文第４６３９号で示すような「本件対

象文書の内容と関わりのない情報」との処分庁の勝手な判断は，法

に反するので，本件請求文書に当該情報が存在するなら，改めてそ

の特定と開示・不開示の判断を改めて求めるものである。 

オ 一部に対する不開示決定の取消し。 

    記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべ

きである。 

（２）意見書 

  ア 本件対象文書の複写の交付は審査請求期間を大幅に過ぎた後に実施

された。 

    諮問庁は，理由説明書において「本件審査請求が提起された時点に

おいては，開示の実施の申出がされていない」として複写の交付が行

われていないことから，審査請求人の主張が失当であるとの意図を持

った説明を行っている。 

    本件開示の実施に関しては，平成２８年１０月２７日に開示実施申

出書を郵送し，同年１１月３日に開示実施手数料を郵送しており，不

服申立時点（同年１１月２０日）より前に開示の申出は完了している。 

    なお，開示の実施は開示請求期間及び審査請求期間を遅れること平

成２９年２月３日（郵送）であり，開示の実施が行われていないこと

により審査請求人の主張を失当と主張するのであれば，その責任は諮

問庁にある。 

  イ 本来の電磁的記録を変換したことになり内容の欠落が生じている。 

    本件対象文書のうち，文書番号３０「軍事素養」の２１枚目（表紙

から）は，文字が重なり合って，上の文字が下の文字を消している。 

    この消えている箇所は，作成されたプレゼンテーションソフトで再

生した場合には見えるものと思われる。 

    以上の理由から，本来の電磁的記録の特定・開示が求められるので

ある。 

ウ 総務省の法解釈に従えば，開示請求時の電磁的記録形式で文書が特

定・開示されなければならない。 
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本件審査請求と同様の，開示請求時に行政機関が保有する電磁的記

録形式で文書を特定すべしとの審査請求に対して，法の所管官庁で

ある総務省は，Ｗｏｒｄ形式で保有する文書を特定し，開示すると

の決定を行っている。 

これが法の正しい解釈であり，諮問庁は独善的な法解釈を改め，所

管官庁の解釈に従って文書の特定・開示を行うべきである。 

また諮問庁も過去における開示決定（平成２５年１２月２５日付け

防官文第１７１１９号）でＷｏｒｄファイルを特定・明示している

ので，特定・開示において何ら支障は生じないはずである。 

エ 諮問庁では変更履歴情報等が存在しても開示対象と扱わずに処分を

行っている。 

  諮問庁は理由説明書で，本件対象文書の履歴情報等について「防衛

省において業務上必要なものとして利用又は保存されている状態にな

く」と主張している。 

  ところが平成２８年７月１日付け書状及び同年７月１５日付け書状

によれば，開示実施の担当窓口では，変更履歴情報等について付随を

避ける措置を施した上で，複写の交付を行っていると説明している。 

  この説明によれば，処分庁は変更履歴情報等が存在しても開示対象

と扱わずに開示決定等を行っているのである。 

  本状から推測するに，おそらく開示実施を直接担当している職員は，

変更履歴情報等が開示対象になり得るという事実を知らずに開示実施

を遂行しているものと思料される。 

    そこで改めて変更履歴情報等の有無を確認するとともに，その情報

について開示決定等をやり直すべきである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 理由説明書 

（１）経緯 

本件開示請求は，「『平和安全法制の施行に係る検討状況について』

のうち『新たな任務等に係る事項』について行政文書ファイル等につづ

られた文書の全て。＊電磁的記録が存在する場合，その履歴情報も含

む。」の開示を求めるものであり，これに該当する行政文書として本件

対象文書を特定し，法５条３号に該当する部分を不開示とする原処分を

行った。 

 （２）法５条該当性について 

    原処分において，不開示とした部分及び不開示とした理由は別表のと

おりである。 

（３）審査請求人の主張について 
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ア 審査請求人は，「他にも文書が存在するものと思われる。」と主張

し，本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイル形式以外の電磁

的記録形式が存在すれば，それについても特定するよう求めるが，本

件対象文書の電磁的記録はＰＤＦファイル形式とは異なるいわゆる文

書作成ソフト及びプレゼンテーションソフトであり，ＰＤＦファイル

形式以外の電磁的記録を特定している。 

なお，審査請求人は処分庁が原処分における行政文書開示決定通知

書においてＰＤＦファイル形式の電磁的記録を特定したかのように

述べるが，法その他の関係法令において，特定した電磁的記録の記

録形式まで明示しなければならないことを義務付けるような趣旨の

規定はないことから，原処分においては「ＰＤＦファイル形式」と

電磁的記録の記録形式は明示していない。 

イ 審査請求人は，「本件開示決定通知からは不明である」として，本

件対象文書の履歴情報についても特定するよう求めるとともに，「平

成２４年４月４日付け防官文第４６３９号で示すような『本件対象文

書の内容と関わりのない情報』との処分庁の勝手な判断は，法に反す

る」として，「本件対象文書と関わりのない情報」についても特定し，

開示・不開示を判断するよう求めるが，本件対象文書の履歴情報やプ

ロパティ情報等については，いずれも防衛省において業務上必要なも

のとして利用又は保存されている状態になく，法２条２項の行政文書

に該当しないため，本件開示請求に対して特定し，開示・不開示の判

断を行う必要はない。 

ウ 審査請求人は，「本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複

写の交付が行われている場合，本件対象文書の内容が，交付された複

写には欠落している可能性がある。」として，特定されたＰＤＦファ

イルが本件対象文書の全ての内容を複写しているか確認するよう求め

るが，本件審査請求が提起された時点においては，開示の実施の申出

がなされていないことから開示の実施は行われておらず，したがって

複写の交付も行われていない。 

エ 審査請求人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分に

ついては開示すべきである。」として，原処分の取消しを求めるが，

本件対象文書の法５条該当性を十分に検討した結果，その一部が別表

のとおり同条３号に該当することから当該部分を不開示としたもので

あり，その他の部分については開示している。 

オ 以上のことから，審査請求人の主張はいずれも理由がなく，原処分

を維持することが妥当である。 

 ２ 補充理由説明書 

  理由説明書の第３項第３号（上記１（３）ウ）の文中「本件審査請求が



 

 5 

提起された時点においては，開示の実施の申出がなされていないことから

開示の実施は行われておらず，したがって複写の交付も行われていな

い。」を「本件審査請求が提起された時点においては，開示の実施の申出

がされていたものの，複写での交付の準備中であったことから審査請求人

に対し，開示の実施は行われていない。」に訂正する。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２９年５月２２日     諮問の受理 

② 同日            諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年６月１６日       審議 

④ 同月１９日         審査請求人から意見書を収受 

⑤ 同月２９日         諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑥ 平成３０年９月１１日    本件対象文書の見分及び審議 

⑦ 同年１０月９日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，別紙１に掲げる３０文書である。 

審査請求人は，原処分の取消しを求めており，諮問庁は，本件対象文書

の一部が法５条３号に該当するとして不開示とした原処分を妥当であると

していることから，以下，本件対象文書の見分結果に基づき，不開示情報

該当性について検討する。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）自衛隊の武器の使用に関する情報 

   別表の番号１欄に掲げる不開示部分には，自衛隊における武器の使用

の手続及び特定の状況下での自衛隊の部隊の行動等に関する具体的な内

容が記載されている。 

 当該部分は，これを公にすると，自衛隊の部隊等の行動及び運用要領

が推察され，悪意を有する相手方をして，その対抗措置を採ることや弱

点を狙うことを容易ならしめるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行

政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められることから，

法５条３号に該当し，不開示としたことは妥当である。 

（２）自衛隊の法的地位に関する情報 

   別表の番号２欄に掲げる不開示部分には，国際平和協力活動等におけ

る自衛隊の部隊及び派遣隊員に係る法的地位に関する内容が記載されて

いる。 

当該部分のうち，別紙２の１に掲げる部分を除く部分は，これを公に

することにより，自衛隊の運用要領及び関心事項等が推察され，自衛隊
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の活動を阻害しようとする相手方をして，その対抗措置を講ずることを

可能ならしめるなど，自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ，

ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めること

につき相当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，不開

示としたことは妥当である。 

しかしながら，別紙２の１に掲げる部分は，刊行物に記載されている

内容の引用であると認められ，また，原処分において開示されている情

報から容易に推察することが可能であって，これを公にしたとしても，

自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を及ぼし，ひいては国の安全が害さ

れるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある

とは認められないことから，法５条３号に該当せず，開示すべきである。 

 （３）自衛隊の部隊の規模に関する情報 

別表の番号３欄に掲げる不開示部分には，国際平和協力活動等におい

て自衛隊が計画する部隊の規模に関する情報が記載されている。 

 当該部分のうち，別紙２の２に掲げる部分を除く部分は，これを公に

することにより，自衛隊の部隊の編成及び運用要領が推察され，悪意を

有する相手方をして，対抗措置を講ずることを容易ならしめるなど，防

衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安

全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理

由があると認められるので，法５条３号に該当し，不開示としたことは

妥当である。 

 しかしながら，別紙２の２に掲げる部分は，原処分において開示され

ている情報から容易に推察することが可能であり，かつ，一般的な記載

にとどまることから，これを公にしたとしても，自衛隊の任務の効果的

な遂行に支障を及ぼし，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行

政機関の長が認めることにつき相当の理由があるとは認められないこと

から，法５条３号に該当せず，開示すべきである。 

（４）自衛隊の情勢判断及び防衛構想に関する情報 

別表の番号４欄に掲げる不開示部分には，平和安全法制に係る自衛隊

の情勢判断及び防衛構想に関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，自衛隊の情勢判断及び防衛

構想が推察され，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさ

せ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認める

ことにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，

不開示としたことは妥当である。 

（５）自衛隊の運用に係る態勢等に関する情報 

   別表の番号５ないし７欄に掲げる不開示部分には，平和安全法制を踏

まえた自衛隊の運用に係る態勢等に関する情報が記載されている。 
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当該部分は，これを公にすることにより，自衛隊の運用に係る態勢及

び自衛隊の関心事項が推察され，自衛隊の任務遂行の妨害を企てる相手

方が当該態勢を踏まえた対処行動を採ることを容易ならしめるなど，国

の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当

の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，不開示としたこ

とは妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

（１）審査請求人は，処分庁の開示の実施に当たり，本来の電磁的記録を変

換したことにより，内容の欠落が生じている旨主張するが，当該主張は

開示の実施の方法に係る不服申立てであって，法１９条１項に基づいて

諮問すべき事項に当たらないため，当審査会が答申すべき対象とは認め

られない。 

（２）審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するもので

はない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条３号に該当す

るとして不開示とした決定については，別紙２に掲げる部分を除く部分は，

同号に該当すると認められるので，不開示としたことは妥当であるが，別

紙２に掲げる部分は，同号に該当せず，開示すべきであると判断した。 

（第２部会） 

 委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 
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別紙１ 

 

文書１  防衛省訓令の制定について（通達）（平成２８年防衛省訓令第２０

号） 

文書２  部隊等による国際平和協力業務に従事する自衛官の武器の使用に関

する訓令（平成２８年防衛省訓令第２０号） 

文書３  部隊等による国際平和協力業務に従事する自衛官の武器の使用に関

する訓令の運用について（通達） 

文書４  防衛省訓令の制定について（通達）（平成２８年防衛省訓令第２１

号） 

文書５  国際平和共同対処事態における対応措置に係る安全の確保のための

措置等及び武器の使用に関する訓令（平成２８年防衛省訓令第２１

号） 

文書６  国際平和共同対処事態における対応措置に係る安全の確保のための

措置等及び武器の使用に関する訓令の運用について（通達） 

文書７  防衛省訓令の制定について（通達）（平成２８年防衛省訓令第１９

号） 

文書８  在外邦人等の保護措置に係る安全の確保のための措置及び武器の使

用に関する訓令（平成２８年防衛省訓令第１９号） 

文書９  在外邦人等の保護措置に係る安全の確保のための措置及び武器の使

用に関する訓令の運用について（通達） 

文書１０ 在外邦人等の保護措置に係る安全の確保のための措置及び武器の使

用に関する訓令の運用についての一部改正について（通達） 

文書１１ 防衛省訓令の制定について（通達）（平成２８年防衛省訓令第２２

号） 

文書１２ 重要影響事態における後方支援活動としての役務の提供，捜索救助

活動及び船舶検査活動に係る武器の使用に関する訓令（平成２８年

防衛省訓令第２２号） 

文書１３ 重要影響事態における後方支援活動としての役務の提供，捜索救助

活動及び船舶検査活動に係る武器の使用に関する訓令の運用につい

て（通達） 

文書１４ 防衛省訓令の制定について（通達）（平成２８年防衛省訓令第２３

号） 

文書１５ 行動関連措置としての役務の提供に係る武器の使用等に関する訓令

の一部を改正する訓令（平成２８年防衛省訓令第２３号） 

文書１６ 行動関連措置としての役務の提供に係る武器の使用等に関する訓令

の運用についての一部改正について（通達） 

文書１７ 防衛省訓令の制定について（通達）（平成２８年防衛省訓令第２５
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号） 

文書１８ 自衛隊の施設の警護のための武器の使用に関する訓令等の一部を改

正する訓令（平成２８年防衛省訓令第２５号） 

文書１９ 関連諸規則（国際法，国内法等）と行動概要３ 

文書２０ 関連諸規則（国際法，国内法等）と行動概要４ 

文書２１ 平和安全法制の概要と今後の対応について－隊員向け説明資料－ 

文書２２ 「平和安全法制の概要」陸幕法務官（２８．３．９） 

文書２３ 平和安全法制について ２７年１０月 海上幕僚監部防衛課 幹部

学校作戦法規研究室 

文書２４ 法務トピック第１号（２７．１０．１４ 首席法務官） 

文書２５ 法務トピック第２号（２７．１０．２１ 首席法務官） 

文書２６ 法務トピック第３号（２７．１０．２９ 首席法務官） 

文書２７ 法務トピック第４号（２７．１１．６ 首席法務官） 

文書２８ 安保関連「平和安全法制」の概要について（北空司令部防衛部２７．

１０．２０） 

文書２９ 安全保障関連教育（第１作業隊総括班長） 

文書３０ 軍事素養（２７．１１．４ 特定２尉） 
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別紙２（開示すべき部分） 

 

１ 文書２０の９ページの不開示部分 

２ 文書２０の６７ページの不開示部分のうち，最上段の枠及び最下段の枠 
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別表 

 

番号 不開示とした部分 不開示とした理由 

１ 文書２ ７ページないし１

１ページのそれぞ

れ一部 

武器の使用の手続き，特定の状況下に

おける自衛隊の行動に関する内容など

が記載されており，これを公にするこ

とにより，自衛隊の行動及び運用要領

が推察され，自衛隊の裏をかいた行動

を採ることが可能となるなど，防衛

省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支

障を及ぼし，ひいては我が国の安全を

害するおそれがあることから，法５条

３号に該当するため不開示とした。 

文書３ ４ページないし１

５ページのそれぞ

れ一部 

文書５ １０ページないし

１２ページのそれ

ぞれ一部 

文書６ １ページないし１

１ページのそれぞ

れ一部 

文書８ ５ページないし１

１ページ，１４ペ

ージ及び１５ペー

ジのそれぞれ一部 

文書９ ３ページ及び５ペ

ージないし１４ペ

ージのそれぞれ一

部 

文書１０ １ページないし３

ページのそれぞれ

一部 

文書１２ ７ページないし９

ページのそれぞれ

一部 

文書１３ ３ページないし７

ページのそれぞれ

一部 

文書１５ ４ページの一部 

文書１６ １ページないし３

ページのそれぞれ

一部 
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２ 文書１９ ５４ページの一部 国際緊急援助活動における自衛隊の法

的地位に係る情報であり，これを公に

することにより，派遣自衛隊の態勢が

推察され，今後の同種活動における自

衛隊の任務の効果的な遂行に支障を及

ぼし，ひいては我が国の安全を害する

おそれがあることから，法５条３号に

該当するため不開示とした。 

文書２０ ９ページ，６８ペ

ージ及び９７ペー

ジのそれぞれ一部 

国際緊急援助活動における自衛隊の法

的地位に係る情報であり，これを公に

することにより，派遣自衛隊の態勢が

推察され，今後の同種活動における自

衛隊の任務の効果的な遂行に支障を及

ぼし，ひいては我が国の安全を害する

おそれがあることから，法５条３号に

該当するため不開示とした。 

３ 文書２０ ６７ページの一部 国際緊急援助活動における自衛隊の運

用の詳細に関することであり，これを

公にすることで現地の態勢が類推さ

れ，今後の同種活動における自衛隊の

任務の効果的な遂行に支障を及ぼし，

ひいては我が国の安全を害するおそれ

があることから，法５条３号に該当す

るため不開示とした。 

４ 文書２５ ３ページの一部 防衛省・自衛隊の脅威認識が推測さ

れ，防衛省自衛隊の任務の効果的な遂

行に支障を生じさせるおそれがあるこ

とから，法５条３号に該当するため不

開示とした。 

５ 文書２８ １ページの一部 防衛省・自衛隊の情報関心，情報保全

上の脅威認識が推測され，防衛省自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を生じ

させるおそれがあることから，法５条

３号に該当するため不開示とした。 

６ 文書２８ ５ページの一部 任務に関する情報であり，これを公に

することにより，自衛隊の能力の一端

を推測され，自衛隊の任務の効果的な
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遂行に支障を及ぼし，ひいては我が国

の安全を害するおそれがあることか

ら，法５条３号に該当するため不開示

とした。 

７ 文書２９ １４ページ，２０

ページ及び２１ペ

ージの一部 

防衛省・自衛隊の情報関心，情報保全

上の脅威認識が推測され，防衛省自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を生じ

させるおそれがあることから，法５条

３号に該当するため不開示とした。 

 

 


